
船舶事故等調査報告書 

平成２３年５月２６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１１横第１２号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２３年１月１９日 １９時３０分ごろ 

発生場所 三重県志摩市麦埼南南西方沖 麦埼灯台から真方位２０７°６.２海里付近

（概位 北緯３４°０９.３′ 東経１３６°４７.５′） 

事故等調査の経過 平成２３年１月２０日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事務

所）を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 引船 早瀬
はやせ

丸、２９８トン 

 １３４７５９、江田島海運株式会社 

Ｂ 海底地盤改良船 第５０ 光
ひかり

号、２,１１２.３トン 

   なし、日本海工株式会社 

Ｃ 漁船 西宝
せいほう

丸、１１.７０トン 

ＭＥ２－３９４３（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、三級海技士（航海） 

Ｂ なし 

Ｃ 船長Ｃ、一級小型船舶操縦士 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ なし 

Ｃ 負傷 １人（船長Ｃ） 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ なし 

Ｃ 左舷外板損傷 

 事故等の経過 Ａ船は、船長Ａほか６人が乗り組み、作業員１１人が乗船したＢ船をえ
．

い
．
航してＡ船引船列とし、麦埼南南西方沖を北東進していた。 

船長Ａは、Ｃ船の作業灯を初認した際、付近の水深が１００ｍ以上あっ

たこと、及び舷灯が見えなかったことから、同航の漁船と判断した。 

船長Ａは、その後、Ｃ船がえい
．．

航索に接近するように見えたことから、

Ａ船の速力を５.５ノット（kn）から１～２knに減速した。 

Ｃ船は、船長が１人で乗り組み、麦埼南南西方沖で錨泊して集魚灯を点

灯し、くろむつ立て縄式一本釣りを行っていた。 

Ａ船引き船列は、風潮流に圧流され、平成２３年１月１９日１９時３０

分ごろ、Ａ船引船列のえい
．．

航索とＣ船の左舷外板が衝突した。 

Ｃ船は、その後、えい
．．

航ペンダント内のＢ船の船首部に圧着する状況と

なったが、Ａ船が機関を停止した際、同ペンダントが緩んで海中に没した

ことから、Ｂ船から離れた。 

船長Ｃは、打撲傷等を負った。 

気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約１ｍ、潮流 南東 

その他の事項 Ａ船船尾からＢ船船首までの距離は、約３７３ｍであり、Ａ船船尾から

約３１６ｍの辺りのえい
．．

航索とＣ船が衝突した。 



分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

Ａ あり、Ｂ なし、Ｃ あり 

Ａ なし、Ｂ なし、Ｃ なし 

Ａ なし、Ｂ なし、Ｃ なし 

Ａ船引船列が北東進中、Ｃ船が錨泊して操業

中、麦埼南南西方沖において、Ａ船引船列のえい
．．

航索とＣ船が衝突したものと考えられる。 

船長Ａは、適切な見張りを行っていなかったこ

とから、錨泊中のＣ船に接近し、Ａ船引船列が風

潮流に圧流されてＣ船と衝突したものと考えられ

る。 

船長Ｃは、適切な見張りを行っていなかったこ

とから、Ａ船引船列の接近に気付かなかったもの

と考えられる。 

原因 本事故は、夜間、麦埼南南西方沖において、Ａ船引船列が北東進中、Ｃ

船が錨泊して操業中、船長Ａが適切な見張りを行っていなかったため、Ａ

船引船列が、Ｃ船に接近し、風潮流により圧流され、Ａ船引船列のえい
．．

航

索とＣ船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

 




